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タブレット端末の家庭への持ち帰り (２～６年 )についてのお願い  

  

盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申

し上げます。 日頃より本校の教育活動に御協力と御理解を賜り感謝申し上げます。  

 さて、 ２年～６年生は、夏休みの家庭学習にタブレット端末を活用するため、

明日 ９日（金）に タブレット端末 を持ち帰り ます (充電アダプターなし )。学校で

のタブレット端末を活用した学習は、インターネットへ接続し、「クラウド」を

利用して行って おり、双方向での学習課題のやりとり やオンラインドリルの学習

等が可能となります。ご 家庭での学習につい ても、学校での学習を延長して行っ

ていくことを想定しているため、ご 家庭でのインターネット接続環境が必要とな

りますので、下記の通り接続の確認をお願い致します。  

 つきましては、下記の 留意点をご確認いただき、お子様の学びの機会が広がる

よう御協力ください。なお、１年生につきましては、２学期に準備が整い次第、

家庭への持ち帰りを開始します。詳細は、追って連絡します。  

 

記  

１  家庭での端末接続確認方法  

  ①学校で使用しているＩＤ、パスワードでログインする。  

  ②各家庭の Wi-Fi に接続できるか確認する。  

  ③ミライシードに接続できるか確認する。  

※  明日配布の「インターネット環境調査」用紙を１２日 (月 )に必ず提出し

て下さい。  

 

２  今後の流れ  

 

 

 

 

 

①７月１２日（月）…タブレット端末を学校に持ってきて、家庭でのタブレッ

ト端末の動作の状況を確認する。  

②７月２０日（火）…再度ご家庭にタブレット端末と充電アダプターを持ち帰

り、夏休みに宿題等で活用する。  

③９月１日（水）…タブレット端末と充電アダプターを学校に持ってくる。  



３  留意点  

 （１）ご家庭でタブレット端末を使用するためには、 Wi-Fi に接続する必要があ

ります。接続方法については別紙「家庭での Wi-Fi の接続について」を

ご参照いただき、インターネットの接続を確認してください。 なお、ご

家庭でタブレット端末をインターネットに接続できる環境がない 場合 に

は、後日学習ドリルをタブレット端末に学校でインストールします。  

 

 （２） タブレット 活用のルールについては、 事前に学校でも指導をしてまいり

ま すが、ご家庭におかれましても「流山市タブレット活用のルール」に

基づき、お子様と話し合い、確認して下さい。  

 

（３）貸与しているタブレット 端末は、当該児童生徒のＩＤとパスワードのみ

ログインができます。児童生徒 の学習 専用のものですので、 学習以外の

目的の使用や児童生徒本人以外の利用はご遠慮ください。  

 

 （ ４）家庭でのインターネット環境に接続できない場合には、ご家庭で契約さ

れている関連会社にお問い合わせをし てください。また、 現時点でイン

ターネット接続環境のないご家庭については、環境整備についてご検討

いただきますようお願いいたします。  

 

 （ ５）端末については、外部からの衝撃にある程度耐えうるものとなってはお

り ますが、大切に使うように学校では指導しております。ご家庭での管

理についてもお子様と確認いただければと思います。  

 

 （ ６）タブレット端末および充電アダプターの故障や紛失等があった場合には、

学校へご連絡ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙  

 

家庭での Wi-Fi の接続について  

 

１  事前準備  

  Wi-Fi の設定情報をご確認ください。  

  

Wi-Fi（ SSID）名                 

 

 パスワード                    

  ＊御家庭にて必要な場合にメモをして活用してください。  

 

２  Wi-Fi 接続  

 ①ログイン画面の Wi-Fi のマーク（地球のようなマーク）をタップしま

す。  

 ②ネットワークの中から、ご自宅の Wi-Fi（ SSID）名をタップします  

 ③「接続」をタップすると、パスワードの入力画面にかわるので、ご

自宅のパスワードを入力します。  

 ④終わったら、「次へ」をタップします。  

 ⑤ Wi-Fi のマークが最初の状況から変わったら接続終了です。  

 ⑥確認のために、検索サイト等に接続して使用してみてください。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  家 庭 で の イ ン タ ー ネ ッ ト 環

境 に 接 続 で き な い 場 合 に

は 、 ご 家 庭 で 契 約 さ れ て い

る 関 連 会 社 に お 問 い 合 わ せ

をしてください。  


